
春日部市工事成績評定結果通知公表要領 

（目的） 

第１条 この要領は、春日部市工事成績評定要領（平成１８年１０月１日制定。 

以下「成績評定要領」という。）第７条の規定に基づき、春日部市が発注 

する工事の請負の成績評定結果（以下「評定結果」という。）の通知、公表

及び修正に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（通知の方法） 

第２条 発注者は、完成検査終了後、遅滞なく評定結果を工事完成検査結果と

併せて工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書（様式第１号）により

受注者へ通知するものとする。 

２ 当該工事において、法令等に抵触又は抵触している恐れがあり、これに 

対する措置が完成検査日までに決定しない場合は、発注者は、前項の規定に

よらず完成検査終了後遅滞なく、受注者に対し工事完成検査結果と併せて 

暫定評定結果を通知するものとする。 

（説明請求） 

第３条 前条の規定による通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して   

１４日（「閉庁日」を含む。）以内に、工事成績評定結果に関する説明請求

書（様式第２号）により発注者に対して評定結果について説明を求めること

ができる。 

（説明請求に対する回答） 

第４条 発注者は、前条の規定による説明を求められたときは、工事成績評定

審査委員会（以下「審査委員会」という。）により内容を審査し、工事成績

評定結果に関する説明請求書に対する回答書（様式第３号）により受注者へ

回答するものとする。 

（審査委員会） 

第５条 審査委員会の委員は、総務部長、総務部次長、政策企画課長、公共 

施設事業調整課長、廃棄物対策課長、農業振興課長、道路建設課長、河川課

長、公園緑地課長、まちづくり推進課長、鉄道高架推進課長、施設管理課長、

工務課長、教育施設課長、契約課長（工事検査を担当する課長が置かれて

いる場合にあっては、当該課長）及び関係課長とする。 

２ 委員長は、総務部長をもってこれに充てる。 

３ 副委員長は、総務部次長をもってこれに充てる。 

４ 審査委員会は、委員長が招集する。 

５ 審査委員会は、委員の過半数をもって成立したものとみなす。 

６ 委員長は、審査に当たり必要に応じて、当該工事の評定を行った評定者の



出席を求めることができる。 

７ 審査委員会の庶務は、契約課が行う。 

（評定の修正） 

第６条 発注者は、必要があると認められる場合は、評定結果を修正するもの

とする。 

（評定の通知） 

第７条 発注者は、前条の規定による評定を修正したときは、工事成績評定 

結果修正通知書（様式第４号）により受注者へ通知するものとする。 

２ 第４条の規定による回答、前項の規定による通知及び次条第２項の規定に

よる通知に係る事務は、工事所管課において行うものとする。 

（暫定評定結果の確定及び通知） 

第８条 発注者は、第２条第２項の規定により暫定評定結果の通知を行った後、

法令遵守等の措置がなされた場合又は措置が不要なことが確定した場合は、

遅滞なく評定結果を確定するものとする。法令遵守等の措置における減点は

成績評定要領の考査項目別運用表における法令遵守等の該当項目一覧表に 

よる。 

２ 発注者は、前項の規定により評定結果を確定した場合は、遅滞なく受注者

へ通知するものとする。 

３  前項の規定による通知を受けた受注者は、第３条に準じて、発注者に  

対して評定結果について説明を求めることができる。ただし、説明を求める

ことができる項目は、法令遵守等における減点措置に限るものとする。 

（評定結果の公表） 

第９条 発注者は、第２条第１項、第７条第１項及び前条第２項の規定による

通知をしたときは、遅滞なく評定結果を工事成績評定結果表（様式第５号）

により公表するものとする。 

２ 前項の規定による公表は、工事所管課内において工事成績評定結果表を 

閲覧に供することにより行う。 

３ 閲覧期間は、完成検査日の属する年度とその翌年度とする。 

４ 閲覧に供した資料の内容に関する問い合わせには、応じないものとする。 

附 則 

この要領は、平成２４年 ４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２５年 ４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３０年 ４月１日から施行する。 



附 則 

この要領は、令和 元年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和 ２年 ４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和 ２年 ７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の春日部市工事成績評定結果通知公表要領の様式第１号は、この 

要領の施行日以後に工事の公告又は業者指名した受注者への評価結果の通知

について適用し、同日前に工事の公告又は業者指名した受注者への評定結果

の通知については、なお、従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、部長の決裁があった日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の規定は、令和３年４月１日以後に当初契約した工事について適用

し、同日前に当初契約した工事については、なお従前の例による。 

附 則 

この要領は、令和 ５年 ４月１日から施行する。


